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２．対象・目的・内容
　特定保健指導は、保険者に義務付けられており

年

、従来から「チャレンジ健康サロン」として実施している。しか
し、チャレンジ健康サロンの参加者が少ないことから、戸別訪問によるチャレンジ健康サロンへの参加勧奨、特定
保健指導の実施等を行うものである。

事 業 概

度

要

　特定保健指導の動機付け支援対象者
事業の対象

（誰・何を）

　対象者自身が健診結果を理解し、生活習慣病に移行しないように生活習慣改善に向けた目標設定や計画を行い、
事業の目的 実践できるように支援を行う。

（

　

どういう状態

にするために)

　健診結果の説明、健康教室への参加勧奨、食事・運動の指導・支援などを委託により行う。
事業の内容

（どういう内容

を行うのか)
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平成 算事業の概要説明
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　平成27年度から開始した本事業により、特定保健指導実施率が改善（16.4％→52.7％）しており、事業効果は極
実績・成果 めて高い。

等 の 説 明

６．評価
評 価 事業の優

　

先度(緊急性) 5 事業の必要性 2 実施主体の妥当性 4

１ ポイント 直接のサービスの相手方 2 受益者負担の適切さ 5 市民ニーズの把握 3
事 業 の 継続実施

次 総合評価
　特定保健指導の実施は法律により義務付けられているうえ、

当

本事業の効果は非常に高いものとなっているため、

評 継続実施すべきである。

説 明
価

評 価 事業の優先度(緊急性) 4 事業の必要性 2 実施主体の妥当性 4

２ ポイント 直接のサービスの相手方 2 受益者負担の適切さ 5 市民ニーズ

初

の把握 3
事 業 の 継続実施

次 総合評価
　本事業の実施は法律により義務付けられており、事業実施年度と比較しても実施率はかなり改善しており、県下

評 でも高い実施率となっていることから事業効果は高いと認められる。
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予

明 　委託業務であるが、出来高での契約ではなく総価での契約となっている。次年度の契約においては成果と費用が

価 妥当であるか再精査し、契約方法について考慮されたい。
　事業としては継続実施が望ましいと考える。


